
「豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例(案)（いわゆるごみ屋敷条例）」の制定について  
１ 不良な生活環境 

家屋やその敷地にごみなどを溜めこむことにより悪臭や害虫が発生するいわゆる「ごみ屋敷」や、

住宅地に隣接した空き地等の雑草や樹木の繁茂により、衛生上、防災上、防犯上の支障が生じる程

度に不良な状態に陥っている状態をいいます。  
２ 不良な生活環境の解消   土地や建物等の管理は、所有者や管理者の責任です。ごみ屋敷等の不良な生活環境を生じさせな
いように適正な管理に努めなければなりません。また、既に不良な生活環境を生じさせている場合

には、速やかにその状態を解消しなければなりません。  
３ 不良な生活環境を解消するための支援 

不良な生活環境を解消する責任は、原則、その原因者にあります。しかし原因者だけでは解消が著

しく困難であると認められるときには、市や関係機関などが協力して支援を行います。  
４ 条例でできること   調査や立入の権限、氏名の公表や過料の徴収、代執行によるごみの撤去等と費用の請求  
５ 対応フロー 

福祉的・社会的な支援を基本とし、必要に応じて措置や緊急安全措置を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ スケジュール 

令和元年9月議会で上程し、可決されれば、４月から施行の予定 

相談・苦情 
確認・調査 

緊急安全措置 
措置  ※必要最小限 

審議会 
※学識経験者等で構成し 
条例の適正な運用を検証 

不良な生活環境の解消（再発防止に向けた取り組みの実施） 

対策会議 
支援（市､関係機関等による福祉的､社会的支援） 

指導・勧告 
命令 
代執行 

資料６ 


